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１．研究の背景と目的 

 人口減少社会の中で、「住みやすさ」を維持しながら都

市を縮小していくための検討が重要になっている。そのた

めに、国が推進し多くの自治体が都市計画マスタープラン

（以下、都市マス）などの空間計画(1)を策定する際の前提

としている考え方が集約型都市構造である。一方で、集約

型都市構造の形成には、住民生活の拠り所となる「拠点」

の形成が必要であり、様々な議論が展開(2)されている。こ

れらの議論は、2014年の立地適正化計画の制度化により一

段と活発化している。 

 都市計画の立場からの検討に絞っても、拠点をどのよう

に形成していくかという点では、様々な視点からの検討が

ある。まず、１つ目は立地適正化計画に関連した検討であ

り、誘導区域と拠点の考え方の整合性2)3)や実際に拠点を

形成していく上での課題4)5)などに関する研究蓄積が多い。

次に、２つ目は形成すべき拠点はどういう要件を備えた場

であるかを検討する研究6)7)である。これらは、現在自治

体が設定している拠点はどのような場であるかを紐解きつ

つ、今後拠点を形成していく上で必要となる知見の蓄積に

貢献している。しかし、１つ目の立地適正化計画に関連し

た研究は都市計画区域内を対象領域とした研究であり、都

市全体を包含した形での拠点形成を検討しているわけでは

ない。２つ目の形成すべき拠点に関する研究もダウンサイ

ジングの中心と言える中山間地域が主眼となっているわけ

ではなく、都市全体を包含した拠点に関する知見は少ない。

これまでの拠点形成に関する研究は、中心拠点や市街地内

の地域拠点など、人口密度がそれなりに担保された地域で

の拠点形成に着目していたと言える。 

一方で、空間計画同士の拠点の位置づけの整合性を検証

した研究8)や自治体が空間計画で示す拠点と新たな施設な

どのハード整備事業が実施されている場所の整合性に関す

る研究9)なども少数ながらある。これらは、都市計画区域

外も含めた都市全体を見渡した拠点形成に示唆を与える先

駆的研究と言える。ただ、本研究で着目する地方創生拠点

整備交付金（以下、交付金）など、検討されていない側面

も多く、今後の継続的で地道な知見の蓄積が望まれている。 

そこで本研究では、政府の方針(3)を受けて制度化され、

平成29年から交付決定が始まった交付金に着目し、土地利

用規制との関係性や自治体の空間計画(1)で描かれている拠

点との整合性などを検証する。また、都市計画区域との関

係にも着目しながら、拠点の形成につながると考えられる

事業に着目し、交付金活用にあたっての留意点などを分析

する。以上より、交付金を活用したハード整備事業の実態

を明らかにすることで、今後の自治体の空間計画と連携し

た拠点形成に示唆を得ることを本研究の目的とする。 

２．研究の方法 

(1)研究の対象となる事業 

平成29年２月から平成30年８月までに交付金が交付決定

された事業(3)1390件のうち、1276件では自治体の地域再生

計画書が自治体ＨＰなどで入手できた。また、交付決定事

業で整備される施設等の即地的な分析に取り組むため、

1276件のうち事業実施場所が地域再生計画書等から特定で

きた930件(4)の事業を抽出した。本研究では、この930件の

事業を研究対象とする。 

(2)研究の内容 

まず、上記の930件の交付決定事業と個別規制法による

土地利用規制との関係を分析(5)し、事業実施場所の土地利

用規制上の特性を明らかにする。次に、930件のうち、自

治体の空間計画が入手できた交付決定事業を対象に、都市

拠点の形成という視点からみた地方創生拠点整備交付金の実態に関する研究 
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計画区域との関係を踏まえつつ、空間計画に描かれている

拠点と交付決定事業との関係性を分析する。 

その上で、事業が拠点形成に貢献すると考えられる事業

を抽出し、詳細に分析する。この際、都市計画区域内（以

下、都計内）の交付決定事業では、都市計画制度だけでは

拠点形成につながる施策が講じにくい非線引き都計内の用

途地域外や線引き都計内の市街化調整区域において、空間

計画に拠点として位置づけられている場所で実施されてい

る事業に着目する。一方で、都市計画法が適用されないた

めに都市計画制度を活用した拠点形成に取り組めない都市

計画区域外（以下、都計外）の交付決定事業では、地域住

民も利用できる施設であり、空間計画で拠点に位置づけら

れている場所で実施されている事業に着目する。 

以上より、空間計画と連携して交付金を活用している事

例の特徴を明らかにし、今後の効果的な交付金活用による

拠点形成に資する知見を得る。 

 

３．交付金活用事業と土地利用規制の関係 

本章では、事業実施場所が特定できた930件の交付決定

事業と個別規制法による土地利用規制との関係を分析する。 

(1)土地利用規制が弱い領域で実施されている事業 

土地利用の規制が弱い領域(6)で実施されている事業をみ

ると、市街化区域のみが指定されている事業が179件と最

も多かった（表１）。次いで、農業地域のみが指定されて

いる事業が152件、都市地域と農業地域の双方が指定され

ている事業が124件と多かった。これら上位３つの土地利

用規制の組み合わせがそれぞれ100件を超え、他の土地利

用規制の組み合わせと比較しても多く、合計すると455件

（455/930）と土地利用規制が強い領域で実施されている

事業も合せた全体の約半数（48.9％）を占めていた。 

土地利用規制が弱い領域で実施されている704件の事業

が、全事業930件に占める割合も75.7％と高く、全体でみ

ても土地利用規制の弱い領域で実施されている事業が多い

ことがわかる。さらに、930件の研究対象事業のうち、30

件はまったく土地利用規制が課せられていない領域で実施

されていた。個別規制法による土地利用規制の空白域は、

国土全体でみるとほとんどな

い10)にも関わらず、全体の

3.2％（30/930）の事業が実

施されていた。 

(2)土地利用規制が強い領域

で実施されている事業 

土地利用規制の強い領域(6)

で実施されている事業は226

件あり、市街化調整区域と農

業地域の双方が指定されてい

る事業が76件と最も多かった。

一方で、50件を超える土地利

用規制の組み合わせは先述し

た76件の組み合わせのみであ

り、土地利用規制の強い領域で実施されている事業全体も

226件と少ない。 
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表１ 交付決定事業と土地利用規制の関係 
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また、複数の強い土地利用規制が指定されている場所で

の事業（表１中の●が複数入っている組み合わせ）は24件

と非常に少ない。公的性格の強い交付金の対象事業である

ため、土地利用規制の強い領域で実施される事業も相当数

あると予想していたものの、実際には民間投資による事業

と同様に、土地利用規制の強い領域で実施されている事業

は少なく、土地利用規制の弱い領域で実施されている事業

の３割ほどに留まっていた。 

(3)事業実施場所と都市計画区域の関係 

 事業実施場所と都市計画区域の関係をみると、都計内で

実施されている事業は647件と非常に多く、全体の約７割

を占める。ただ、他の土地利用規制との組み合わせを加味

すると、弱い土地利用規制しか課されていない場合が多く

（482/647）、都計内で実施されていても土地利用転換の制

御が図られている場所での事業は少ないと言える。 

都計外で実施されている事業283件は全体に占める割合

は約３割（283/930）であり、農業地域が指定されている

割合（236/283：83.4％）が多い。一方で、土地利用規制

の強弱に関わらず、都計外で実施されている事業の割合は

どちらも３割程度（土地利用規制が弱い領域：222/704、

土地利用規制が強い領域：61/226）である。この点を踏ま

えると、都市計画区域内外で交付金対象事業数に明確な違

いがあるとは言えず、むしろ全体的には個別規制法による

土地利用規制の弱い領域で実施されている事業数の多さが

目立っている。 

 

４．都市計画区域内での交付金活用の実態 

 本章では、３章で分析対象としていた930件の交付決定

事業のうち、都計内で実施される事業647件の中で、３つ

の空間計画(1)が入手できた115 件に着目する。なお、３つ

の空間計画が入手できる事業に着目したのは、都市マスだ

けでなく、総合計画や国土利用計画といった自治体の空間

計画すべてに拠点の形成に関する位置づけがあることが望

ましい姿であり、それら空間計画に位置づけられた場所で

事業が実施されている好事例を分析対象とするためである。 

 都計内では、都市マス策定自治体を対象としており、空

間計画に位置づけられた場所で事業が実施されている場合

も多いと予想できる。そこで、対象事業と空間計画の関係

を分析したうえで、他自治体にも参考になる好事例と考え

られる事業の詳細な分析に取り組む。 
4-1 対象事業と空間計画の関係 

 交付決定事業が空間計画と連携しているか検証するため、

事業実施場所が公表されている最新の空間計画で“拠点”

に位置づけられている場所で実施されているかどうか確認

した。また、空間計画策定時期と交付決定時期との関係も

確認した。交付決定前に策定された空間計画に拠点として

位置づけられた場所で事業が実施されている場合には、自

治体が今後も継続して拠点形成・維持を目論んでいること

がわかる。一方で、交付決定後に空間計画が策定されてい

る場合には、それまで拠点として位置づけていなかった場

所で事業を実施していたとしても、その事業を契機として

新たに事業実施場所周辺を拠点として位置づけることも可

能である。そのため、交付決定時期も併せて分析している。 

 都計内で実施されている交付決定事業は、３つの空間計

画とも交付決定後に策定されている場合が多かった（表

２）。総合計画では84件（73.0％）、国土利用計画では103

件（89.6％）、都市マスでは96件（83.5％）といずれの計

画でも７割以上を占めていた。このことから、交付決定事

業を契機とした拠点形成に取り組むことを自治体が企図し

ているのであれば、空間計画に事業実施場所を事後的に反

映することが可能な自治体も多かったと言える。 

ただ、拠点として位置づけられている場所で実施された

事業数が多いとは言い難く、総合計画で約４割、国土利用

計画では約２割、都市マスで約６割であった。そもそも、

総合計画は自治体のあらゆる分野の方針を示した最上位計

画であり、国土利用計画は自治体内の土地の利用方針が示

されている。他方、都市マスは自治体の都市計画に関する

基本方針を示しており、他の２計画と比較すると拠点等に

関する記述はより詳細であるといえる。都市マスが即地的

な拠点を描きやすいという性格上、やや割合が高かったも

のの、総合計画や国土利用計画は半数未満であった。一方

で、17件の事業(7)はどの空間計画にも位置づけのない場所

で実施されており、空間計画と連携した拠点形成に結びつ

いているとは言えない事業であった。 

さらに、計画策定時期と交付決定時期の関係も含めてみ

ると、交付決定前に都市マスが策定されていた事業では、

都市マスに拠点として位置づけられている場所で実施され

た事業が約７割と他の空間計画と比較すると多かった。し

かしながら、それ以外は計画策定時期によって空間計画上

の拠点との関係が大きく変化していることはなかった。都

計外の事業数より都計内の事業数が多い現状を踏まえると、

全体としても空間計画策定時期と交付決定時期に明確な関

表２ 交付決定事業と空間計画の位置づけの関係 

前 後 計 前 後 計 前 後 計

① 31 84 115 6 23 29 37 107 144

② 13 34 47 1 4 5 14 38 59

％ 42 40 41 17 17 17 38 36 41

① 12 103 115 4 25 29 16 128 144

② 2 22 24 0 4 4 2 26 28

％ 17 21 21 0 16 14 13 20 19

① 19 96 115 3 13 16 22 109 131

② 14 53 67 1 4 5 15 57 72

％ 74 55 58 33 31 31 68 52 55

都市計画
マスター
プラン

①：該当する事業数　②：位置づけられた場所での事業数
前：交付決定以前に空間計画が策定されている
後：交付決定後に空間計画が策定されている
※都計外の都市マスは入手できたもののみ
※計画変更されている事業は、1事業として集計している

都計外都計内 計(都計内外)

総合
計画

国土
利用計画
(市町村
計画)
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係性は見いだせない。実際に、都計外の事業も含めて集計

した全体数をみても、空間計画策定時期によって位置づけ

のある場所で実施される事業数に大きな違いはない。 

以上より、総合計画や国土利用計画には、交付決定事業

が拠点形成という観点では十分に反映されているとは言え

ない現状であった。他方、都市マスは他の２計画と比較す

ると、拠点として位置づけられた場所で実施された事業が

多かった。特に、交付決定前に都市マスが策定されている

場合では、多くの事業が空間計画に位置づけのある場所で

実施されていた。ただ、３つの空間計画と事業実施場所の

関係性をみると、空間計画に位置づけのある場所での事業

は全体として多いとは言えない。そのため、市民の共通目

標としての３つの空間計画実現に向けた事業実施に必ずし

もつながっていない部分もあると言える。 

4-2 自治体の交付金活用にあたっての考え 

(1)分析対象事例の抽出 

 空間計画と連携した交付決定事業の実施が望ましいとい

う観点から、空間計画と連携している事例を分析する。交

付金活用に対する自治体の考えなどを明らかにすることで、

空間計画と交付決定事業の連携に必要な事柄などに対する

示唆を得る。ただ、本章で対象にする事業は都計内で実施

されており、空間計画以外にも様々な都市計画制度などと

連携することは可能である。そのため、地域住民が利用可

能な生活利便施設(8)に該当し、空間計画に位置づけのある

４件の事業を抽出(9)した（表３、表４）。なお、４件の事

例のうち、静岡県小山町のみ線引き都計内での事業であり、

その他の事例はすべて非線引き都計内の白地地域での事業

であった。各自治体にメールや電話で事業の目的や交付金

を活用した理由などを問い合わせ

た(10)。 

(2)事業実施の目的 

 各自治体に事業実施の目的を問

うたところ、「拠点の形成」を目

的として挙げたのは、恵那市のみ

であった。それ以外の自治体では、

「世代間・地域間交流」を目的に高齢者施設を多世代交流

施設へ改修した本宮市をはじめ、「移住促進」を目的とし

て保育園を整備した南箕輪村、「子育て環境整備」を目的

に子育て支援施設を整備した小山町と、既存施設の改修・

増築に留まり、自治体側に事業実施場所周辺に拠点を形成

していくための意識は希薄であった。 

 恵那市も拠点の形成を目的としてはいるものの、既存施

設の改修・増築という点では同様である。ただ、別場所に

あった支所機能（振興事務所）とコミュニティセンター機

能を統合し、既存施設の機能強化を図っていた（図１）。

恵那市では、市全体で振興事務所とコミュティセンターの

統合を推進しており、別地域の施設整備などは順次、別予

算などで整備が推進されている。 

(3)事業実施場所の選定理由 

 事業実施場所を選定した理由としては、４自治体すべて

が既存施設の存在を挙げるとともに、「地形的に町の中心

（小山町）」であることを理由に挙げる自治体もあった。

また、「既存の資源（コミュニティ）の活用（本宮市）」や

「施設の複合化による市民サービスの向上（恵那市）」な

ど、基本的には４自治体とも現在の生活利便施設の機能を

維持・拡充させることを念頭に置いていた。 

 先述したように、自治体側は拠点の形成を念頭に置いて

事業を実施しているわけではないが、地域住民の生活に密

接に関連した施設を整備することが、結果的には生活拠点

としての機能の維持・拡充に作用していると考えられる。 

(4)交付金を活用した理由 

 他の補助制度などではなく、交付金を活用した理由とし

ては、「他の補助制度より補助額が多かった（本宮市）」こ

No. 事業実施場所 都計区域名 交付決定 強い土地利用規制
1 福島県本宮市 本宮 H29.4 H31 ○ H26 H27 -
2 長野県南箕輪村 伊那 H29.4 H28 H28 ○ H19 ○ -
3 岐阜県恵那市 恵那 H29.2 H28 ○ H18 H30 ○ 農用地区域
4 静岡県小山町 御殿場小山広域 H29.4 H23 ○ H27 H27 ○ 市街化調整区域

総合計画 国土利用計画 都市マス

※小山町のみ線引き都計区域　　○：位置づけのある場所での事業　　-：強い土地利用規制はなし

表３ 都計内で空間計画と連携している交付決定事業の概要 

図１ 地域住民が利用する施設に対する施設整備（恵那市） 

事業実施場所 

施設の外観 

増築して整備した調理室 

改修した図書室 

※第2次恵那市総合計画 

p.9構想図に筆者加筆 

対象となる施設

小規模な小売店舗、コンビニエンスストア

スーパーマーケット、百貨店・デパート

洋服、電化製品等を販売する専門的店舗

2 ガソリンスタンド

3 レストラン、食堂、喫茶店

4 幼稚園、児童館などの子育て支援施設

5 小中学校・高校

6 診療所・病院

7 介護・福祉施設・訪問介護事業所

8 銀行、信用金庫などの金融機関

9 郵便局

10 国や地方公共団体などの行政機関窓口

11 図書館、公民館などの文化・教育施設

12 広場、公園、緑地

13 映画やスポーツなどの娯楽施設

1

表４ 生活利便施設の分類 
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とや「ハード事業に対する補助制度の少なさ（恵那市）」、

「公立保育所を整備する補助制度がない（南箕輪村）」、

「市街化調整区域で施設整備に活用できる補助制度が少な

い（小山町）」など、施設整備に対して活用できる補助制

度の少なさを挙げていた。自治体財政が逼迫する中、特に

地方中小都市では補助制度に依存せざるを得ず、施設整備

に活用できる交付金が重宝されている実態がわかる。 

4-3 “施設を整備するだけ”の事業とならないために 

 本章では、都計内で実施されている交付決定事業に着目

し、空間計画との関係や自治体が交付金を活用している理

由などを分析してきた。その結果、空間計画と交付決定事

業が十分に連携しているとは言えず、拠点形成を目的とし

た交付金活用も少ない実態が明らかになった。 

 一方で、拠点形成を目的の１つとして施設を改修した恵

那市の事例だけでなく、多世代交流施設を整備した本宮市

や保育園を整備した南箕輪村、子育て支援施設を整備した

小山町の地域住民が利用できる生活利便施設などを整備す

る事業では、既存施設の機能維持・拡充による生活機能向

上に結びつく場合もあり、拠点形成を目的としていない事

業でも結果的に拠点の維持・形成に役立っている場合もあ

る。また、恵那市では複数の機能を１つの施設に集約した

ことで施設運営組織の人材不足への対応など、ハード整備

に伴ったソフト面での支援拡充が今後求められる。このこ

とから、交付決定事業の実施後も継続的にコミュニティ機

能や拠点機能の維持・拡充に自治体がソフト面などでも支

援を継続することが必要と考えられる。 

ただ、地域住民の生活利便性などは評価指標の設定が難

しく、補助後に効果を正確に把握することが難しい。また、

ともすれば施設を整備することが自治体の役割となり、そ

の後に地域住民などに対して行政側からも支援が必要なコ

ミュニティの維持などはおざなりになる懸念もある。その

ため、数値評価だけではない国や都道府県などの人的支援、

例えば国などによる基礎自治体や地域住民などへのヒアリ

ング調査とその結果を受けた指導・助言などの評価・管理

手法も同時に充実させる必要がある。 

 

５．都市計画区域外での交付金活用の実態 

 本章では、３章で分析対象としていた930件の交付決定

事業のうち、都計外で実施される事業283件の中で、２つ

の空間計画(11)が入手できた29件に着目する。 

 都計外では、即地的な拠点を描きやすい都市マスを策定

している自治体は少数である。また、事業数も都計内の

25％程度（29/115）と少ないため、対象事業の全体像を明

らかにしたうえで、それら事業実施場所の特性（周辺の生

活利便施設の状況や行政機能の有無など）を分析し、拠点

形成に資すると考えられる事業の詳細な分析に取り組む。 
5-1 対象事業の全体像 

(1)事業で整備する施設の利用目的 

 都計外で実施されており、空間計画が入手できた29件の

地域再生計画に記載された事業の内容から、事業によって

整備される施設の利用目的を「観光・地域・産業」の３つ

に分類(12)した。その結果、「観光」を目的とする事業が多

く、29件中15件と約５割を占めていた（表５）。一方で、

「産業」を目的とする事業は11件と約４割であり、「地域」

No. 事業実施場所 年月 目的 種別 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ No. 事業実施場所 年月 目的 種別 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 青森県藤崎町 H29.2 産業 増築 ○ ○ ✕ 7 16 駒ヶ根市 H29.2 観光 改修 ✕ ○ ○ 3

2 花巻市 H29.4 観光 改修 ✕ ○ ✕ 0 17 長野県宮田村　 H29.2 観光 新築 ✕ ○ ✕ 1

3 宮城県加美町 H29.4 観光 改修 ✕ ✕ ✕ 1 18 長野県木曽町 H29.2 産業 新築 ✕ ○ ✕ 0

4 横手市 H29.2 地域 改修 ✕ ○ ○ 1 19 長野県朝日村 H29.2 観光 新築 ✕ ✕ ✕ 1

5 北秋田市① H29.2 地域 新築 ○ ✕ ✕ 3 20 藤枝市 H29.2 観光 改修 ✕ ○ ✕ 1

6 北秋田市② H29.2 観光 改修 ✕ ✕ ✕ 8 21 伊豆市 H29.4 地域 改修 ○ ○ ○ 7

7 北秋田市③ H29.4 観光 改修 ○ ✕ ○ 10 22 三原市 H30.3 産業 改修 ○ ○ ○ 2

8 北秋田市④ H29.4 観光 新築 ✕ ✕ ✕ 2 23 徳島県那賀町 H29.4 観光 改修 ✕ ✕ ✕ 4

9 北秋田市⑤ H30.8 観光 改修 ○ ✕ ✕ 10 24 筑紫野市 H29.2 観光 改修 ✕ ○ ✕ 0

10 山形市 H30.3 産業 増築 ✕ ○ ✕ 0 25 福津市 H29.2 産業 改修 ✕ ○ ✕ 3

11 山形県飯豊町 H29.2 産業 増築 ✕ ✕ ✕ 0 26 朝倉市 H30.3 産業 新築 ✕ ○ ✕ 3

12 喜多方市 H30.3 産業 新築 ○ ○ ✕ 5 27 八代市 H29.2 産業 増築 ○ ○ ○ 3

13 福島県大玉村 H30.3 産業 改修 ✕ ✕ ✕ 0 28 豊後大野市 H29.4 観光 増築 ○ ○ ○ 10

14 長岡市 H29.2 観光 改修 ○ ○ ✕ 5 29 宮崎県日之影町 H30.3 産業 改修 ○ ✕ ○ 4

15 山梨県身延町 H29.4 観光 新築 ✕ ✕ ✕ 0 　年月：内閣府による交付金の交付決定年月

※黄色塗りつぶし：空間計画に位置づけがある場所で実施されている事業
種別：地域再生計画から判断した新築・増築・改修のいずれかの工事種別
Ⅰ：徒歩圏（事業実施場所から800m圏内）に旧役場が存在するか
Ⅱ：都市マスの策定有無（〇：都計外も範囲に含み策定、△：策定しているが都計外は対象範囲外（対象自治体では
　　 該当自治体なし）、×：都市マス自体を策定していない）
Ⅲ：地域住民が利用可能な施設か
Ⅳ：徒歩圏（事業実施場所から800m圏内）に立地する生活利便施設の種類数

表５ 都計外で実施される交付決定事業の概要 
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を目的とした事業は３件と少数であった。 

 また、地域再生計画に記載されている事業内容をもとに

事業の工事種別を分類すると、増築や改修といった既存の

施設を活用する事業が21件と約72％を占めることが明らか

になった。一方で、新築は８件と３割弱に留まっていた。 

 このことから、地域住民の住環境向上に資するような直

接的に地域の振興を図るための事業は少ないことがわかる。

加えて、まったく新しい施設を整備する事業より既存の施

設の増強を図ることで地域の活力維持につなげようとする

事業が多いということが読み取れる。 

(2)対象事業と空間計画の関係 

 29件と空間計画の策定時期をみると、いずれの空間計画

も交付決定後に策定されている事業が多かった（表２）。

一方で、空間計画で位置づけられた場所で実施している事

業は最も多い都市マスでも約３割に留まり、都計内で実施

されている事業と同様に、空間計画と十分に連携している

とは言い難い状況であった。また、29件のうち約半数の17

件（表５のⅡが〇の事業）では、都計外も対象区域に含ん

だ都市マスが策定されていた。ただ、17件のうち、都市マ

スに“拠点”などと位置づけられた場所で事業が実施され

ていたのは全体の１割程度の４件（表５中の黄色塗りつぶ

し）と少数であった。総合計画や国土利用計画に事業実施

場所が位置づけられていた事業はなかったことから、実質

的にこの４件のみが空間計画に“拠点”として位置づけの

ある場所で事業が実施されていたことが明らかになった。 

 総合計画や国土利用計画は、都市マスと比較すると即地

的なゾーニングに関する記述には乏しく、都計外の事業の

場合には空間計画に位置づけのない場所で実施されている

事業も多いと言える。 

(3)対象事業の地域住民への波及効果 

 さらに、事業実施場所周辺に居住する住民も利用可能な

施設整備のための事業かどうか（表５のⅢが〇の事業）を

みると、８件のみが地域住民の利用も可能な施設であった。

先述したように、観光目的の事業が多いことからも、交流

人口を増加させることで、地方創生を目指す事業も多いこ

とは理解できるが、「拠点整備」のための補助金であるこ

とを鑑みれば、周辺の住民も利用できる施設が望ましいと

言え、そのような施設整備に資する事業が少ない実態が明

らかになった。 

(4)事業実施場所周辺の都市機能集積度合い 

 加えて、事業実施場所周辺の徒歩圏（800ｍ圏内）に立

地する生活利便施設(8)の種類数について、Google mapを用

いて検証した（表５）。その結果、事業実施場所周辺にま

ったく生活利便施設がない（表５中のⅣが０）場合や５種

類未満の事業が21件と大半を占めていた。一方で、最も多

い10種類が立地している事業は３件のみであり、５種類以

上の多様な生活利便施設が集積している場所で実施されて

いる事業は８件と少数であった。 

5-2 拠点機能の維持・向上に資する事業の共通点 

 5-1で明らかになった空間計画に位置づけのある場所で

実施されている４件の事業に共通する点をみると、徒歩圏

に行政機能（市役所支所など）が存在しており、都市マス

が策定されていることがわかる（表５）。また、八代市以

外の３件の事業は徒歩圏に立地する生活利便施設の種類も

多く、既に都市機能が集積している場所で事業が実施され

ていると言える。このように、行政機能や多くの生活利便

施設が立地している場所は、空間計画に拠点として位置づ

けられていない場合でも、実質的には地域の生活拠点とな

っていると考えられる。都計外の場合には即地的な拠点を

描くための空間計画自体が少ないことを考えれば、空間計

画に位置づけがない場所で事業は実施されているものの、

その事業実施場所は地域住民の方にとっては実質的な生活

拠点となっている場も少なからずあると想定される。 

 このように、事業実施場所周辺に行政機能を有し、５種

類以上の生活利便施設が立地している事業（表５のⅠが〇

でⅣが５以上）は、７件（約24％）あった。そのうち、地

域住民も利用可能な施設である事業（表５のⅠ・Ⅲが〇で

Ⅳが５以上）は３件（No.7･21･28）であった。これらの事

業は、現在の拠点機能を維持・向上させることに貢献する

事業と言える。この拠点機能の維持・向上に資する事業３

件のうち、２件（No.21･28）は都市マスにも拠点として位

置づけのある場所で事業が実施されている伊豆市・豊後大

野市の事業であった。一方で、生活利便施設の種類は少な

いものの、事業実施場所周辺に行政機能が立地しており、

地域住民も利用できる施設での事業は３件（No.22･27･29）

あった。これら３件の事業は、今後の地域住民の生活に資

する拠点機能の向上が期待できる事業と捉えられる。 

 空間計画に位置づけのある拠点で実施されている事業は、

行政機能や多くの生活利便施設を有する都市機能が集積し

た地域住民の生活拠点で実施されていることがわかる。た

だし、前述した地域住民の生活に貢献する拠点機能を維

持・向上させる事業以外にも、観光や産業を目的とした事

業では地方創生に貢献する事業はあると考えられる。事業

の実施でどのような地域への影響を期待しているかによっ

て、事業実施場所選定の基準も変化すると考えられる。 

5-3 都計外の拠点形成に資する事業（豊後大野市） 

 これまでの分析内容を踏まえ、空間計画に位置づけられ

た場所で事業が実施されており、事業実施場所周辺に生活

利便施設が集積している豊後大野市の事例を対象に、前節

でも検証した空間計画や行政機能との関係を詳しく見る。 

 豊後大野市は、平成の大合併で５町２村による新設合併

で誕生した市で、旧三重町部分に非線引きの三重都市計画

区域が指定されており、それ以外の旧６自治体の領域は都

計外となっている。本研究の対象事業は、平成29年４月に

交付決定された「道の駅おおの」に隣接する土地に休憩施

設である「サイクルパークおおの」を建設するものである。 

 この施設は、中九州横断道路（国道57号線）の開通に伴

い従前の国道57号線が県道へ格下げとなったことで、ツー

リング・サイクリング愛好者などの利用が増加したため、

休憩施設機能の強化を図ることを目的として実施された。
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前述した通り、都計外で実施される事業の中で最多の10種

類の生活利便施設が集積した場所で実施されている事業で

あり、地域住民の利用も十分に見込まれる（図２）。 

 また、都市マスでは旧三重町中心部（支所周辺）が「都

市拠点」、その他の都計外の旧町村中心部（支所周辺）が

「地域拠点」として位置づけられている12)。したがって、

旧町村中心部であることから、事業実施場所周辺は従来か

ら生活機能を有する拠点であることがわかる。一方で、総

合計画13)や国土利用計画14)は策定されているものの、具体

的な拠点の位置づけを確認することはできなかった。 

 行政機能がある生活機能が集積した場所で事業を実施す

ることが、拠点機能の維持・拡充に資するであろうことは

前述したとおりであるが、都計外の場合、そのような事業

を“実施すべき候補地”が必ずしも空間計画に描かれてい

るとは限らない。都計外も対象区域に含んで都市マスを策

定している自治体はあるものの、すべての自治体がそのよ

うに取り組んでいるわけではない。また、総合計画や国土

利用計画を策定しても即地的な拠点を計画に描いていない

自治体も多い。このことから、空間計画に位置づけられた

場所で実施されている事業も少ないと考えられる（表５）。 

 そのため、豊後大野市の事例のように平成の大合併前の

旧町村の中心部であった場所が重要な意味を持つと考える。

前節で記述したように、事業実施場所周辺に行政機能が立

地し生活利便施設も集積している場所は、現に生活拠点が

形成されていると言え、事業を実施して生活機能を維持・

拡充させることは、その地域の拠点の維持・拡充に寄与す

ると言える。 

このように、都計外の事業実施場所の検討では、空間計

画の位置づけに加え、行政機能や生活機能が立地している

かどうかも重要な指標といえる。もし、空間計画に位置づ

けのない場所で実施する事業であっても、旧町村の中心部

であり生活機能が集積している場合には、拠点の機能維

持・拡充に貢献する可能性が高いと言える。一方で、事業

実施を契機として拠点機能の維持・拡充を確実に実現して

いくためには、4-3の都計内の事業の考察でも記述したよ

うな基礎自治体や地域住民のコミュニティ維持を支援する

仕組みづくりも同時に必要であると考える。 

 

６．まとめ 

 前章までの分析結果をまとめ、拠点の形成に向けた交付

金活用のあり方を考察する。 

(1)全体的には、交付決定事業は土地利用規制が弱い領域

で実施されている事業が75.7％と多く、30件は土地利用規

制の空白域で実施されていた。また、土地利用規制の強い

領域で実施されている事業は226件あり、そのうち約３割

の76件が市街化調整区域で実施されていた。一方で、都市

計画区域との関係をみると、都計内で実施されている事業

が647件と多いが、そのうち弱い土地利用規制しか課され

ていない場合も482件と多く、都計内であっても土地利用

転換の制御が図られている場所での事業は少ないと言える。 

(2)空間計画で拠点に位置づけられた場所で実施されてい

る事業は、都計内で約６割、都計外では約３割と多いとは

言えない状況であった。交付決定後に策定されている空間

計画が多いにもかかわらず、事業実施場所周辺を事後的に

でも拠点に位置づける例が少ない実態が明らかになった。 

(3)都計内で実施されている事業のうち、空間計画と連携

しており拠点形成に資すると考えられる事業は、他に施設

整備に活用できる補助制度が少ないことから交付金が活用

されていた。ただ、個別施設・機能の維持・拡充を念頭に

置いた事業がほとんどであり、自治体側に拠点を形成する

ための事業という意識は希薄であった。また、都計外で実

施されている事業のうち、拠点形成に資すると考えられる

事業は、行政機能が立地している周辺や生活機能が集積し

ている場所で実施する事業であった。 

 以上の知見を踏まえ、拠点の形成に向けた交付金活用に

は、交付決定の際に空間計画との関係を考慮することや交

付決定後の支援や検証の必要性が指摘できる。交付決定の

際には、現状では地方自治体が策定した地域再生計画書に

基づき、内閣府が交付を審査している。中心市街地活性化

基本計画と同様に、自治体が策定した優良な計画に国がお

墨付きを与えるとともに資金援助する仕組みである。ただ、

本研究で対象とする地方創生拠点整備交付金は、“拠点整

備”に資する施設整備などを実施するものであり、自治体

の空間計画との関係も重要と考える。一方で、本研究で明

らかになったとおり、空間計画と交付決定事業が十分に連

携しているとは言えない。そのため、交付金の審査過程で

自治体の空間計画との連携も確認することが望ましいと考

える。交付金の審査過程で空間計画との連携も視点に入れ

ることで、自治体側も拠点の配置を検討する契機となり、

“うちの自治体では拠点をどう配置するか”という本質的

な議論が加速される効果が期待できる。 

 また、交付決定後も事業を実施するのみではなく、その

後も継続的にコミュニティ機能や拠点機能の維持・拡充に図２ 事業実施場所周辺の生活機能立地状況(豊後大野市) 
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自治体が主体的に取り組めるように、国や都道府県が基礎

自治体を支援する仕組みが必要と考える。財政上だけでな

く、専門人材の面でも基礎自治体が自らの力だけで拠点機

能やコミュニティの維持・拡充に取り組むには限界がある

ことは周知の事実といえる。交付金をもらって事業を実施

したら終わり、ではなく、継続的に地方創生拠点の整備・

拡充が図られるように、基礎自治体をバックアップする体

制・仕組みや長期的視点に立って自治体のＰＤＣＡを検証

する仕組みの構築が必要であると考える。 
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学科５年）の協力を得ており、記して謝意を表す。また、本研究は、科研

費（若手研究：課題番号19K15183）、平成30年度高専-長岡技科大共同研究
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【補注】 

(1)本研究で扱う空間計画は、基礎自治体が現状分析などを踏まえ、将来

都市構造などを検討した上で策定される都市計画に関連する計画とし

て、「総合計画」・「国土利用計画（市町村計画）」・「都市マス」とする。 

(2)例えば、参考文献1)をはじめ、いかに拠点を形成していくか、という

議論は様々な観点から多様な主体が取り組んでいる。 

(3)平成27年のまち・ひと・しごと創生基本方針2015に基づき、中山間地

域での「小さな拠点」を形成し、集落生活圏を維持することが提示さ

れ、地方創生に資するハード整備事業のための補助金として地方創生

拠点整備交付金が制度化された。本研究では、初期段階である平成29

年２月から平成30年８月までの５回の交付決定事業を対象とする。な

お、地方創生拠点整備交付金の採択事業は、内閣府が独自に「しごと

創生」・「まちづくり」などの４つの分野に分類して集計しているが、

例えば「しごと創生」に資する施設整備だからといって本研究の視点

である拠点の形成に作用していないとは断定できない。そのため、本

研究では内閣府の分類による「まちづくり」分野の事業のみではなく、

すべての事業を対象としている。 

(4)1276件のうち、２件の事業は１事業で２つの施設整備を実施しており、

事業実施場所が２箇所存在するため、分析の便宜上、それぞれを１件

の事業として集計している。また、事業内容の計画変更に伴う場合に

は再度交付決定がなされるため、14件の事業が重複して1276件に含ま

れていた。そのため、これらは重複件数を除外して集計している。 

(5)ＬＵＣＫＹ（土地利用調整総合支援ネットワークシステム）を援用し、

交付決定事業の実施場所と個別規制法による土地利用規制を照合した。 

(6)審査を経た許可が土地利用転換に必要な「市街化調整区域」・「農用地

区域」・「国有林」・「保安林」・「特別地域」・「特別保護地区」・「原生自

然環境保全地域」・「特別地区」が指定されている領域を本研究では土

地利用規制の強い領域と捉えている。一方で、それ以外の領域は土地

利用規制の弱い領域と捉えている。なお、研究対象事業のうち「特別

保護地区」・「特別地区」で実施された事業は存在しなかった。 

(7)この17件は、表２の都計内の事業115件には含まれている（それぞれの

空間計画の①には含まれている）ものの、いずれの空間計画にも位置

づけがなかった（それぞれの空間計画の②には含まれていない）。 

(8)参考文献11)で「徒歩・自転車で行ける範囲に必要な施設」を元に、同

様の施設を再分類した13項目の分類を使用している。 

(9)立地適正化計画を策定・公表している52件に加え、策定中である27件

は立地適正化計画への取り組み過程で既存拠点の見直しも図られるこ

とが考えられる。そのため、本研究で分析対象としたい空間計画とう

まく連携して事業実施した事例に該当するかは今後の見極めが必要な

ため、今回の分析対象である115件からは除外した。また、市街化区域

や非線引き都市計画区域の用途地域内で実施されている10件も除外し

ている。その上で、どの空間計画にも位置づけのない場所で実施され

ている事業や都道府県が実施する広域利用を念頭に置いた事業、公

園・緑地などの整備事業、(8)の生活利便施設以外の施設を整備する事

業など15件を除外し、11件の事業を抽出した。その上で、地域再生計

画書に「地域住民が主な施設利用者」と想定していることが記載され

ている４件の事業を分析対象として抽出した。 

(10)地域再生計画担当部局（地方創生拠点整備交付金担当部局）に対して、

事業の目的や交付金活用理由などを問い合わせた。事業の目的は内閣

府が示す「しごと創生・地方への人の流れ・働き方改革・まちづくり」

の分野ごとの事業例を提示した上で、当該事業の実施に期待した波及

効果を複数回答で問い、これを事業の実施目的と解釈している。また、

事業実施目的として「当該施設を整備するため」などの施設整備の直

接的な効果のみを回答してきた自治体には、担当部局へ電話で調査内

容の主旨を説明したうえで、再度、当該事業の実施に期待した波及効

果を問い合わせ、その内容を事業の実施目的としている。 

(11)都市マスを策定していない自治体もあるため、都計外の事業の場合は、

総合計画と国土利用計画（市町村計画）の２つの空間計画の双方が入

手できた事業を分析対象とした。 

(12)「観光」とは、観光客の増加をはじめ、地域の観光の活性化などを目

的とした事業を指す。「地域」とは、地域住民の利用や定住人口増加な

どを目的とした事業を指す。「産業」とは、研究施設など産業の活性化

などを目的とした事業を指す。 
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